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規      則 
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 富山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する規則を公布 

する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第28号 

   富山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部を改正する    

   規則       

 富山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則（令和２年富山県規則第63号） 

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第30条第１項」を「第２項並びに第30条第１項及び第２項」に改める。 

 第２条第１項中「第30条第１項」を「第２項並びに第30条第１項及び第２項」に 

改め、同条第２項第１号中「漁獲量等報告書」を「特定水産資源（特別管理特定水 

産資源を除く。）の漁獲量等報告書」に改め、「様式第１号）」の次に「又は特別 

管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）及び個人情報の取扱いに 
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関する同意書（様式第１号の２）」を加え、同項第２号中「漁獲量等報告書」を 

「特定水産資源（特別管理特定水産資源を除く。）の漁獲量等報告書」に改め、 

「様式第２号）」の次に「又は特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当 

管理区分以外の管理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱い 

に関する同意書（様式第２号の２）」を加える。 

 様式第１号中「漁獲量等報告書」を「特定水産資源（特別管理特定水産資源を除 

く。）の漁獲量等報告書」に改め、同様式備考の３を削り、同様式備考の４を同様 

式備考の３とし、同様式備考の５を同様式備考の４とし、同様式の次に次の１様式 

を加える。 
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様式第１号の２（第２条関係） 

   特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分）及び個 

   人情報の取扱いに関する同意書 

                             年  月  日  

  富山県知事    殿 

                        住所            

                    報告者 氏名            

                        （法人にあっては、主たる 

                        事務所の所在地、名称及び 

                        代表者の氏名） 

 １ 漁獲量等の報告 

   漁業法第26条第２項の規定により、漁獲量等について、次のとおり報告しま 

  す。                                  

漁獲割当割合設定通知書の番号等  

特別管理特定水産資源の名称  

漁獲割当管理区分の名称  

設定を受けた年次漁獲割当量 （単位： ） 

陸揚げした日 漁獲量（ｋｇ） 個体の数 

   

   

   

   

   

船舶等の名称  

 ２ 個人情報の取扱いに関する同意 

   上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁 

  業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（個 

  人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独 

  立行政法人等をいう。）、県の機関、県の設置した地方独立行政法人（地方独 
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  立行政法人法（平成15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独立行政 

  法人をいう。）その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に 

  関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。 

 備考 

  １ 複数の漁獲割当割合の設定を受けている漁獲割当割合設定者が複数の漁獲 

   割当割合又は特別管理特定水産資源について報告を行う場合には、適宜欄を 

   設けて記入するか別葉に記載した書類を添付することができる。 

  ２ 「漁獲割当割合設定通知書の番号等」の欄は、漁獲割当割合設定者が同じ 

   特別管理特定水産資源について２つ以上の漁獲割当割合の設定を受けている 

   場合に、漁獲割当割合設定通知書の番号等当該漁獲量等の報告の対象となっ 

   た年次漁獲割当量が区別できる内容を記入すること。 

  ３ 「設定を受けた年次漁獲割当量」の欄は、年次漁獲割当量の移転の認可を 

   受けた場合にあっては移転後の年次漁獲割当量を、年次漁獲割当量を承継し 

   た場合にあっては承継後の年次漁獲割当量を、それぞれ記入すること。 

  ４ 「陸揚げした日」の欄は、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす 

   （移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入すること。 
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 様式第２号中「漁獲量等報告書」を「特定水産資源（特別管理特定水産資源を除 

く。）の漁獲量等報告書」に改め、同様式備考の４を削り、同様式の次に次の１様 

式を加える。 
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様式第２号の２（第２条関係） 

   特別管理特定水産資源の漁獲量等報告書（漁獲割当管理区分以外の管 

   理区分（漁獲努力量管理区分を除く。））及び個人情報の取扱いに関 

   する同意書 

                             年  月  日  

  富山県知事    殿 

                        住所            

                    報告者 氏名            

                        （法人にあっては、主たる 

                        事務所の所在地、名称及び 

                        代表者の氏名） 

 １ 漁獲量等の報告 

   漁業法第30条第２項の規定により、漁獲量等について、次のとおり報告しま 

  す。                                  
 
許可番号又は免許 
 
番号 

 船舶等の名称  

漁船登録番号  

管理区分の名称  

陸揚げした日 特別管理特定水産資源の名称 漁獲量（ｋｇ) 個体の数 

    

    

    

    

    

    

 ２ 個人情報の取扱いに関する同意 

   上記報告の内容について、水産資源の資源評価、操業実態の把握その他の漁 

  業生産力の発展に資する取組に活用するため、国の機関、独立行政法人等（個 

  人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独 

  立行政法人等をいう。）、県の機関、県の設置した地方独立行政法人（地方独 
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  立行政法人法（平成15年法律第 118号）第２条第１項に規定する地方独立行政 

  法人をいう。）その他の関係機関（これらの機関から委託を受けて当該取組に 

  関する業務を遂行する者を含む。）へ提供することに同意します。 

 備考 

  １ 「許可番号又は免許番号」の欄は、許可（漁業法第57条第１項の許可をい 

   う。）に基づいて特別管理特定水産資源の採捕をした場合にあっては許可番 

   号を、漁業権又は組合員行使権に基づいて特別管理特定水産資源の採捕をし 

   た場合にあっては免許番号を、それぞれ記入すること。富山海区漁業調整委 

   員会又は日本海・九州西広域漁業調整委員会の指示に基づき承認を受けた漁 

   業の場合には、当該承認番号を記入すること。許可番号（承認番号を含む。） 

   又は免許番号のいずれも持たない場合には、記入しないこと。 

  ２ 「陸揚げした日」の欄は、くろまぐろの養殖用種苗の場合には、いけす 

   （移送用の仮いけすを含む。）に入れた日を記入すること。 
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 様式第４号の備考以外の部分中「第26条第１項」及び「第30条第１項」の次に 

「及び第２項」を加え、同様式備考の２中「第30条第１項」を「第２項並びに第30 

条第１項及び第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則に 

 定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （水産漁港課）  
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告      示 
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富山県告示第167号 

   富山県病院事業の業務に係る公金の収納事務の一部の委託について 

 地方公営企業法（昭和27年法律第 292号）第33条の２の規定により、富山県病院 

事業の業務に係る公金の収納の事務の一部を次のとおり委託したので、地方公営企 

業法施行令（昭和27年政令第 403号）第26条の４第１項の規定により告示する。 

    令和８年３月31日 

                                      富山県知事 新  田  八  朗  

１ 委託した相手方の所在地及び名称 

  東京都中央区日本橋３－９－１ 日本橋三丁目スクエア12階 

  弁護士法人ライズ綜合法律事務所 

２ 委託内容 

  富山県病院事業の設置等に関する条例（昭和41年富山県条例第59号）に基づく 

 使用料及び手数料で未収のものの収納の事務 

３ 委託期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 
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訓      令 
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 富山県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第７号 

                            本      庁  

                            出  先  機  関  

                            労働委員会事務局  

   富山県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県職員安全衛生管理規程（昭和62年富山県訓令第８号）の一部を次のように 

改正する。 

 別表第４中「子撫川統合ダム管理事務所 富山空港管理事務所」を「子撫川統合 

ダム管理事務所」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

                             （人事企画室）  

 

 

 富山県職員表彰規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第８号 

                                本  庁  

                                出先機関  

   富山県職員表彰規程の一部を改正する訓令 

 富山県職員表彰規程（昭和45年富山県訓令第11号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

 第７条第１項各号列記以外の部分中「及び第２号」を削り、「同条第３号」を 
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「同条第２号」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

                             （人事企画室）  

 

 

 富山県文書管理規程の一部を改正する訓令を定め、公表する。 

  令和８年３月31日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県訓令第９号 

                                本  庁  

                                出先機関  

   富山県文書管理規程の一部を改正する訓令 

 富山県文書管理規程（昭和62年富山県訓令第４号）の一部を次のように改正する。 
 

 別表第２中 

「 
 総合政策課  総政 

 

を   広報課  広 
 

  政策推進室  政推 」 
 
「 

 政策推進室  政推 
  「 

 富山港事務所  富港  

に、 
 

 
を 

  広報課  広 」  富山空港管理事務所  富空 
  」 

 
「   富山港事務所  富港 」 に改める。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

                             （法務文書課）  
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